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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形の滅菌用包装体の下部を折り返し、左右及び上部にシール部を設け、
　前記滅菌包装体の縁部より中側に開口している穴を該穴より大きな滅菌用シールで前記
滅菌包装体の内部から該穴より外側まで、未ヒートシール部を部分的に残してヒートシー
ルし、その中に内容物を収容し、前記穴の外側から内容物を滅菌する事が出来、
　開封用のノッチは、前記上部シール部に設けて、前記滅菌用包装体の下部方向に開封で
きるようにし、該ノッチの開封方向に対して、その開封を干渉しない部分に前記滅菌用シ
ールを設けたことを特徴とした滅菌包装体。
【請求項２】
　前記滅菌用シールは樹脂フィルムを主原料とし、前記滅菌包装体は、プラスチックフィ
ルム製のパウチ包装袋である請求項１記載の滅菌包装体。
【請求項３】
　前記穴は、矩形の滅菌用包装体の中心部に設け、前記開封用のノッチは、右シール部寄
りに設けた請求項１記載の滅菌包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、滅菌用シールを使用して外部から滅菌が実施できる滅菌用包装体に関するも
のである。
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【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、プラスチックフィルムからなる培養袋の通気用の開口部に、通気性多孔
質シートを熱圧着してなる培養袋であって、熱圧着の強さが引っ張り試験機で０．１～１
．５ｋｇｆ／１５ｍｍであることを特徴とし、培養袋内に培地原料を充填し、きのこ種菌
を植菌した後に培養袋の通気性多孔質シートを、きのこ菌糸が培地天面から５０％以上蔓
延した時点で剥離して更に培養することを特徴とするきのこ類の培養方法である。
　そして、特許文献１の図１では、ガゼット折りして袋状に成形されたプラスチックフィ
ルム製の袋に、通気用の開口部が形成され、この通気用の開口部に通気性多孔質シートを
熱圧着して接合部を形成している。そして、同文献図２（Ｂ）では、既に培地の天面部分
のきのこ菌糸の菌体量やその分泌物は、通気性多孔質シートをある程度剥がして雑菌侵入
が生じても、雑菌が繁殖することができず、雑菌汚染されにくい状態になっており、通気
性多孔質シートを剥がすタイミングは、きのこ菌糸の活力を高水準に維持し、子実体の早
期発生、高収量を得るために、先に述べた培養袋内酸素消費量のピーク時、もしくはピー
ク直後が望ましいと記載されている。即ち通気性多孔質シートは、プラスチックフィルム
製の袋の中のきのこ菌培養のために通気性を確保する事が目的であり、或る程度菌を培養
した後に通気性シートを剥がし、袋外に子実体原基を誘導して子実体を発生させるもので
ある。
【０００３】
　特許文献２は、きのこ菌類の培養容器用通気性フィルタを、熱可塑性樹脂からなる所定
寸法の通気孔を有する通気性有孔フィルムの上に所定の空気透過特性を有するｐＨ７～１
１の不織布を重ねて一体化したので、培養容器内は外部の湿度環境に左右されることなく
、栽培期間中に所要の通気性を確実に維持できるものである。
　そして、特許文献２の図３に示すように、きのこ菌類の培養容器４は、その上端に開口
部７を有する筒型の袋状素材から成形したものであり、すなわち、筒型の袋状素材の閉鎖
された下端８を内側に折返し、二重に折り重ねた底部の左右隅部のそれぞれ４か所を三角
形状に区画するようにヒートシール線９を形成し、上部側面の２か所に通気穴５を形成し
、これを覆うように通気性フィルタＡをヒートシールによって取り付けたものである。こ
の発明も通気性を維持するために通気孔を有する通気性有孔フィルムの上に空気透過特性
を有するｐＨ７～１１の不織布を重ねて一体化したものである。
【０００４】
　他方、主として医療用包装袋でかつ袋外から袋内の内容物に対して滅菌処理が可能な包
装袋は、従来図５のような方法で、包装していた。即ち内容物Ａを収納した包装袋５０は
、袋の下部５２を折り返してあり、袋の左右はシール部５４であり、上部５６は折り返さ
れ、折り返された先には、滅菌用シート５８が延設されている。滅菌用シート５８は、シ
ール部５４の上にもヒートシールされているので、段差６０がシール部５４との間で生じ
ている。
　ところで、滅菌用シートは紙製である為、滅菌はガス滅菌（ＥＯＧ；エチレンオキサイ
ドガス）しか実施出来なかった。又、滅菌シートとシール部との間は段差が発生している
為、この部分でリークの可能性も否定できなかった。又滅菌用シートは紙が横方向に横断
している為、紙材料の使用量が多く、包装コストが大である。又、図５のように、ノッチ
６２を袋上部５６に設けた場合、開封は縦方向にされるため、紙の切断が必ずしも容易で
はなかった。
【特許文献１】特開平９－１８７１６８号公報
【特許文献２】特開平９－２４８０５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、従来の主として医療用包装袋に用いられていた図５の方法では、滅菌の種類
が限られ、リークの危険があり包装コストも嵩み、袋の開封にも支障があったので、これ
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らの欠点を克服した主として医療用包装袋を提供することを課題とする。
　又、特許文献１及び２は通気性を用途として設けられた通気孔に関するものであり、構
成も本発明とは異なり、通気シールを外面に設けたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の構成は、矩形の滅菌用包装体の下部を折り返し、左
右及び上部にシール部を設け、滅菌包装体の縁部より中側に開口している穴を該穴より大
きな滅菌用シールで滅菌包装体の内部から該穴より外側まで、未ヒートシール部を部分的
に残してヒートシールし、その中に内容物を収容し、穴の外側から内容物を滅菌する事が
出来、開封用のノッチは、上部シール部に設けて、滅菌用包装体の下部方向に開封できる
ようにし、該ノッチの開封方向に対して、その開封を干渉しない部分に滅菌用シールを設
けたものである。
　滅菌用シールは樹脂フィルムを主原料とし、滅菌包装体は、プラスチックフィルム製の
パウチ包装袋であると良い。
　穴は、矩形の滅菌用包装体の中心部に設け、開封用のノッチは、右シール部寄りに設け
ると良い。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の請求項１記載の発明は、矩形の滅菌用包装体の下部を折り返し、左右及び上部
にシール部を設け、滅菌包装体の縁部より中側に開口している穴を該穴より大きな滅菌用
シールで前記滅菌包装体の内部から穴より外側まで、未ヒートシール部を部分的に残して
ヒートシールし、その中に内容物を収容し、前記穴の外側から内容物を滅菌する事が出来
るものであり、滅菌用シール部分が従来品に対して大幅に縮小出来、包装コストが削減で
きる。また、開口している孔の内部に滅菌用シールを設けたので、段差は内方向に存在す
るが、段差の範囲が小さくしかも、滅菌包装体の縁部より中側に開口している孔が存在し
ているので、シールリークの可能性が少ない。
　又、開封用のノッチは、上部シール部に設けて、滅菌用包装体の下部方向に開封できる
ようにし、該ノッチの開封方向に対して、その開封を干渉しない部分に滅菌用シールを設
けたので開封がスムーズである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下本発明の詳細を説明する。図１は本発明の包装袋の正面図である。１０はプラスチ
ックフィルム製のパウチ包装袋（滅菌用包装体）であり、袋の下部１２を折り返してあり
、袋の左右はシール部１４、１６であり、上部はシール部１８である。円形穴２０が、パ
ウチ包装袋１０の縁部より中側で、中央付近に開口している。開口している位置は必ずし
も中央付近である必要は無い。要は滅菌作業が可能な位置であれば良い。パウチ包装袋１
０の内側で、しかも穴２０の内側には、滅菌用シール３０が、内側からヒートシールされ
ている。
【０００９】
　図２（ａ）は、図１の滅菌用シール３０及び穴２０の詳細であり、図２（ｂ）に示すよ
うに、滅菌用シール３０は、パウチ包装袋１０の内側からヒートシール部３２により、パ
ウチ１０にヒートシールされている。３４は、ヒートシール部より穴２０側で何らの処理
もされていない部分であり、穴２０の外側にヒートシールが設けられている。
【００１０】
　滅菌用シール３０は樹脂フィルムであることが好ましいが、それに限定されるものでは
ない。要するにパウチ包装袋への熱圧着が所定の接合強度の範囲内で設定できるものであ
ればよく、例えば、滅菌紙では、ポリプロピレン、ポリエチレン等に代表される合成パル
プと木材パルプとを混抄したものを用い、熱溶融する合成パルプとヒートシール性のない
木材パルプの混入率を調整することにより、所望の剥離強度を得ることかできる。また、
ポリエチレン、ポリプロピレン等のオレフィン系のプラスチックやポリエステル、ナイロ
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、溶融温度や密度などの物性の異なるシートを張り合わせたものを滅菌用シールとして用
い、剥がす際には各材質の層間が剥離することにより、所定の接合強度とするようにして
もよい。また、熱圧着での溶融性をもたない木材パルプなど天然物が主原料の場合は、ホ
ットメルトタイプの糊料をコーティングしたものを用いれば、界面剥離によりイージーピ
ール性を付与できる。
　同様に、例えばパルプ繊維を８０重量％以上含有している不織布であっても良い。
　なお、本発明の実施例の紙製滅菌用シールは表面にヒートシール材がコーティングされ
ている。そして、前述したように滅菌用シールは、ＰＥ樹脂でも代替できる。即ち紙製滅
菌用シールの場合は、ガス滅菌しか採用できないが、ＰＥ樹脂滅菌用シールは、ガス滅菌
、蒸気滅菌、ガンマ滅菌等の滅菌方法が広く選択できる。
　また本発明の滅菌用シールは、滅菌ガスは透過性があるが、有害菌等は透過しないもの
である。
【００１１】
　図１のうち、滅菌包装体の縁部に開封用のノッチ２２を形成し、該ノッチの開封方向、
即ち２４分断線上にパウチ包装袋１０を開封・切断できる。そして、その開封を干渉しな
い部分に滅菌用シール３０を設けてある。この部分でパウチ包装袋１０を切断できるので
、滅菌用シール３０に干渉されずに、パウチ包装袋１０を切断でき効率的である。
【００１２】
　図３は、本発明の使用状態を説明する正面図であり、内容物Ａは、パウチ包装袋１０の
内側に収容されている。滅菌用シール３０、穴２０が、パウチ包装袋１０の中心側に設け
られている。なお、穴２０の設ける位置は、特に中心にある必要は無い、要するに滅菌作
業に支障が無ければ、位置に付いては、どこでも良い。なお、符号２２はノッチである。
【００１３】
　図４は、本発明の使用状態を説明する裏面図であり、内容物Ａは、パウチ１０の内側に
収容されている。
　本発明の滅菌用シールが付加された滅菌包装体は以上の実施例に限定されることはない
が、発明の要部は、滅菌用シールを必要な範囲に縮小化した点にある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の滅菌包装体の正面図である。
【図２】（ａ）は滅菌用シールの拡大正面図、（ｂ）は（ａ）のｂ－ｂ線断面図である。
【図３】本発明の滅菌包装体の使用状態を示す正面図である。
【図４】本発明の滅菌包装体の使用状態を示す裏面図である。
【図５】従来の医療用滅菌包装体の例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００１５】
１０　パウチ包装袋
１２　袋下部
１４、１６　左右シール部
１８　上部シール部
２０　円形穴
２２　ノッチ
２４　分断線
３０　滅菌用シール
３２　ヒートシール部
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